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調査の概要

ソフトウェア品質保証活動の企画・推進に役立つベン
チマーク情報は、現在業界にもほとんど存在しない。

ストセンタ のイメ ジが強い品質担当部門の活動コストセンターのイメージが強い品質担当部門の活動
を経営層に理解してもらうためにも、こういった情報が
必要であると感じてきた方々も多いのではないだろう必要であると感じてきた方々も多いのではないだろう
か。

そこで我々は「SQiPソフトウ ア品質保証部長の会」にそこで我々は「SQiPソフトウェア品質保証部長の会」に
おいて、同会参加企業におけるソフトウェア品質保証
活動の実態と その傾向に関するアンケート調査をプ活動の実態と、その傾向に関するアンケ ト調査をプ
レ調査版として行うことにした。

アンケ トでは 品質保証組織の体制 役割 活動内アンケートでは、品質保証組織の体制、役割、活動内
容、定量的管理への取組み状況などを調査した。

本資料は2010/8に実施した「SQiPシンポジウム」で発本資料は2010/8に実施した「SQiPシンポジウム」で発
表した内容と基本的には同一です。
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1.1 主な開発対象ソフトウェア （代表的なもの1つを回答）
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1.2 品質担当部門の人数 vs. 管轄対象の技術系部門の人数
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1.3 管轄対象部門に対する品質担当部門の人数比率

管轄対象の技術系部門に対する、品質担当部門の人数比率（%）
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囲が大きくなると人数比率は下
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範囲まで

全体 21(*) 3.0% 3.95%

(*) 管轄範囲未回答のデータが1件あったため、全体では1件増えている

囲が大きくなると人数比率は下
がり、ばらつきもさらに少なくなる。



1.4 品質担当部門設立からの経過年数
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2. 品質担当部門の役割

中間成果物の品質保証

最終成果物の品質保証

品質保証

開発プロセス標準策定と維持 改善

プロセス監査

中間成果物の品質保証

標準化・品質管理

本番障害の対策主管

プロジェクト実績データの収集と分析

開発プロセス標準策定と維持・改善

人財育成

プロジェクトの統括管理

本番障害の対策主管

個別対応

0% 20% 40% 60% 80% 100%

人財育成

回答比率（%）回答比率（%）

品質担当部門の役割は、大きく『品質保証』、『標準化・品質管理』、『個別対
応』に分けられる。特に前2者の役割を担っている場合が多い。また『品質保
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証』というより『品質管理』の役割をになっているところが生データからは読み
取れた。



品質保証の権限度 vs. 標準化・品質管理の権限度
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2.1 品質担当部門の役割と責任範囲（品質保証）

19%
品質担当部門が監査を行

21%
品質担当部門が審査を行

成果物に責任をも

最終製品の品質保証 プロセス監査

25%
19%

い、是正権限をもつ

品質担当部門が監査を行

うが、是正は開発部門の責

36%

21% い、成果物に責任をもつ

品質担当部門が審査を行

うが、最終責任は開発部

56%

うが、是正は開発部門の責

任で行う

品質担当部門が、開発部

門による監査に協力する43%

門がもつ

品質担当部門が、開発部

門による審査に協力する

中間成果物の品質保証
品質保証につい
ては、品質の最
終責 を

27%

36%

品質担当部門が審査を行

い、次工程へ進むことを承

認している

終責任を現場に
持たせるケース
が多い結果と

品質担当部門が審査を行

うが、次工程への進行は開

発部門が判断する

品質担当部門が 開発部

なった。
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37%

品質担当部門が、開発部
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る



2.2 品質担当部門の役割と責任範囲（標準化・品質管理）

開発プロセス標準策定と
維持・改善

プロジェクト実績データの
収集と分析

33%
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開発部門等、品質担当部
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28% 開発部門等、品質担当部

門以外が行っている

標準化・品質管理という全
社的な施策については、品
質担当部門がイニシアチブ
をとって進めているという結
果になった。
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2.3 品質担当部門の役割と責任範囲（個別対応）

本番障害の対応 プロジェクトの統括管理

27%

18%
品質担当部門が主管で実

施している

開発部 が主管 実施

8%

25%

品質担当部門が主管で実

施している

部 が主管 実施開発部門が主管で実施

し、品質担当部門が協力

している

開発部門等 品質担当部

開発部門が主管で実施し、

品質担当部門が協力して

いる

開発部門等 品質担当部

55%

開発部門等、品質担当部

門以外が行っている 67%

開発部門等、品質担当部

門以外が行っている

本番障害の対応やプロジェクトの統
括管理といった個別対応については、
実際の開発部門やPMO的な部門が実際の開発部門やPMO的な部門が

イニシアチブをとり、品質管理部門は
サポート的な役割にとどまっている。
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3. 出荷許可の権限とその方法

出荷許可権限

その他

19%

出荷許可権限

あり

33%

決定者への決定者への

助言のみ

48%

品質担当部門

による審査結

果により助言し

ている開発部門によ

その他

7%
その他

14%ている

7%

開発部門によ

るテスト結果を

確認し 助言し

開発部門によ

るプロセス監査

の結果を確認

し、助言してい

る

品質担当部門

による審査結

果により出荷確認し、助言し

ている

36%
品質担当部門

によるプロセス

監査結果によ

る

29%

果により出荷

を許可してい

る

86%
出荷許可の権限について
は 約1/3が出荷許可権限
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り、助言してい

る

21%

は、約1/3が出荷許可権限
ありとなった。



4.1 欠陥の測定・活用状況（工程別）

要求定義／要件定義

測定し、活用できている 測定している

コーディング

内部設計／詳細設計

外部設計／基本設計

要求定義／要件定義

システムテスト

結合テスト

単体テスト

コーディング

運用開始以降（内部指摘）

移行

ユーザー受入れテスト

システムテスト

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運用開始以降（顧客指摘）

運用開始以降（内部指摘）

回答比率（%）

欠陥をたたき出すためのテスト工程は当然だが、上流工程で欠陥の作り込み
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を防ごうという各社の努力がうかがえる結果となった。ただ、測定データを活用
できている組織は必ずしも多くない。



4.2 欠陥の粒度と、測定精度の確認

0% 10% 品質部門が粒度を定義している

設計仕様の欠陥

25%

粒度は開発メンバーに一任だが、

測定精度は品質部門が確認している

20%
45%

粒度と測定精度は

開発メンバーに一任している

設計仕様の欠陥は数えていない

ドの欠陥
20%

その他

20%
15% 品質部門が粒度を定義している

ソースコードの欠陥

10%

粒度は開発メンバーに一任だが、

測定精度は品質部門が確認している

粒度と測定精度は

定量的な管理のためには、その
基礎となる欠陥の粒度の統一
が必須であるはずだが 何等か

15%

粒度 測定精度

開発メンバーに一任している

ソースコードの欠陥は数えていない

が必須であるはずだが、何等か
の手段で統一を図っている企業
は全体の半数に届いていない。
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40%
その他



考察

「なるほど」と思うところもあり、「こんなはずはない」と
思うところもあり、また「これは面白い」と思えるデータ思うところもあり、また「これは面白い」と思えるデ タ
が集まったと感じた。

こうして見ると 我々は自分達が日々実施している業こうして見ると、我々は自分達が日々実施している業
務であるにもかかわらず、その全体像が把握しきれて
いないｌことに気づかされるいないｌことに気づかされる。

広い視野をもち、日本の品質活動をより高い水準にす
るためにも、今後もこのようなクロスファンクション的な
活動やデータが必要と強く感じた。
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5. その他品質担当部門が抱える課題

様々な開発手法が混在しており、
標準的な管理手法の適用に課題を

無回答

9%標準的な管理手法の適用に課題を
持っている いいえ

24%

はい

67%

開発プロジ クトの多様化によ て 無回答開発プロジェクトの多様化によって、
品質担当組織でカバーできず、
各現場まかせになることが

いいえ

無回答

14%

各現場まかせになることが
多くなっている はい

67%

19%
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おわりに

今回はプレ調査版ということで、サンプルサイズが少なく、
また調査項目も十分な吟味が不足している状況ではあるまた調査項目も十分な吟味が不足して る状況ではある
が、この情報が皆様の品質保証活動を企画・推進するに
あたって役立つ情報となれば幸いである。

今後の展開

・この活動は、調査対象を広げ、かつ調査項目を練り上げこの活動は、調査対象を広げ、かつ調査項目を練り上げ
ることによって、より有益なものになると考えられる。

・我々が自分達の活動に自信と誇りをもつばかりでなく、我々が自分達の活動に自信と誇りをもつばかりでなく、
我々の所属する企業、ひいては日本のソフトウェア産業全
体にとっても有意義な１つのツールになる可能性を秘めて
いるいる。

・まだ始まったばかりの活動である。みなさまから多くのご
要望 ご提案などをいただき みなさまと 緒に育ててい要望・ご提案などをいただき、みなさまと一緒に育ててい
ければ幸いである。
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